
は　じ　め　に

　イタリアでは，１９９２年のイタリア政界・財界の中枢を震撼させた戦後最大

規模の政治汚職の発覚及び１９９３年の国民投票によって戦後憲法政治の基本的

な「ゲームのルール」であった比例代表から，小選挙区を主体とした選挙制

度へと移行した。これによって「第１共和制」は終焉し，新たな憲法体制へ

の「長い移行期」にある１）。この「移行期」において，新たな憲法体制の

「設計」の模索が続いており，その試みとして憲法第２部「共和国の政治組

織」の全面改正を目指して２度にわたり，議会に憲法改正案の作成権を持っ

た「両院合同委員会」が設置された。しかし，いずれも失敗に終わった２）。

―　　―���

イタリアにおける地方分権をめぐる動向
――２００１年憲法的法律第３号の分析を中心に――

高　　橋　　利　　安
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�１）　「第１共和制」の崩壊，新しい憲法体制への移行については，以下の文献を参照
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修道法学　２７巻　２号

こうして「政治制度工学」３）（������������	
�����	����）に基づき，両院合

同委員会を通じた特別の改正手続による憲法の大幅な改正という路線

（���������	
���）から，通常の憲法改正手続による「実現可能な部分改革

の積み上げ」方式への方向転換を余儀なくされた。この方式の下での最大

の成果が，２００１年１０月１８日憲法的法律第３号「憲法第２部第５章の改正

（���������	
�	������		����
	�
���	��������������	�
��������）」である。

　この憲法的法律第３号によって，共和国憲法全条項の１割以上が改正さ

れ，１９９９年１１月１２日憲法的法律第１号による憲法改正と併せると国と地方

との関係を定めた第５章「州，県及びコムーネ」は，ほぼ全面的に書き直

されることとなった。本稿の課題は，憲法的法律第３号の内容を検討する

ことを通じて，イタリアにおける地方制度改革の現状の一端を紹介するこ

とにある。まず，この課題を達成するための第一歩として，憲法的法律第

３号の成立へと至る９０年代に入って急速に進んだ地方分権改革の流れを整

理することから始めよう。

�　９０年代以降の地方自治改革の流れ

　９０年代は，州自治及び地方自治（コムーネ及び県の自治＝���������	

������）４）全般に根本的な革新をもたらした大改革の時代であった。この改革

の主なものの概要を時系列に従って整理することにする５）。
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�４）�イタリアの地方制度は，州，県，コムーネの三層制であるが，州は，戦後新た
に共和国憲法によって憲法上の自治権をもつ地域公共団体（���������	�
��
������������）として導入されたのに対して，県及びコムーネはイタリアが統一国家
になって以来の地域公共団体である。イタリアの法律学では，州と県・コムーネ
とを区別して論じている。���������	
���
�	とは県・コムーネを担い手とした自治
を意味し，また���������	���も県・コムーネを指す。本稿では，便宜上地方自治及び
地方自治体とは，州及び州の自治も合わせた言葉として使用する。　
�５）９０年代の改革の概要については，以下の文献に依拠している。�������
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高橋：イタリアにおける地方分権をめぐる動向

�１．１９９０年法律第１４２号による改革――戦後最初の地方自治に関する総括的

法律

　国家，州，県及びコムーネとの制度的関係に新たな基礎を据えた１９９０年

６月８日法律第１４２号「地方自治制度（����������	
�����
��	�	���


������）」６）によって地方自治体は新たな特徴を持つこととなった。すなわち，

―　　―���
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�������２００２�����　２９７�３０４�
�６）法律第１４２号についての邦語の研究には，工藤裕子「イタリアにおける地方行政
改革の試み　――９０年１４２号法の意義――」日本行政学会編『行政と行政法学の対
話』（年報行政研究２９）ぎょうせい，１９９４，���　１１９�１４１ がある。
　　また，広範な地方自治を保障した共和国憲法が施行された後も，この法律が制
定されるまでは，地方自治に関して１９１５年に制定された「コムーネ及び県に関す
る統一法典」とファシズム体制下の１９３４年に制定された「コムーネ及び県に関する
統一法典」が現行法として機能し続けるという奇妙な状態にあった。ここでこの
２つの法律の概要を整理すれば以下の通り。
　　イタリア統一後のアルベルト憲章体制の下でのイタリアの地方制度は，フラン
スのナポレオン体制期の地方制度をモデルとしていることから，第１に地方団体
の権限と機能が国の法律によってのみ規律され，さらにその法律の適用されるす
べての範囲で中央政府の厳しい統制を受けるという点で極めて中央集権的であり，
第２に地方団体としてのコムーネ，県のそれぞれの地域性や特殊性を無視して，
法律によって同一の権限と機能を与えるという点で，すぐれて「画一主義」的あ
るという２つの特徴をもったものであった。
　　このようなイタリアの地方制度に最初に法的基礎を与えたのは，１８６５年３月２０日
法律第２２４８号「県及びコムーネに関する法律」であり，その枠組みを基本的に維持
しながら民主化の要請に一部応えて，県議会議員への公選制，市長の議会による
選出制度を導入して，自由主義時代の地方制度に対する包括的な法律として制定
されたのが，１９１５年２月４日法律第１４８号「コムーネ及び県に関する法律の統一法
典」であった。その後ファシズム体制の下であらゆる形の地方自治が否定され，
比較的に自治的要素として認められていた市町村議会の公選制，市長の議会によ
る選出が廃止され，議会は単なる諮問機関に改組され，コムーネ長も内務省の任
命したポデスタと称される国の役人にとって替わられた。このファシズム時代の
地方制度を総括した法律が，１９３４年３月３日王国命令第３８３号「コムーネ及び県に
関する法律の統一法典」であった。
　　統一以後のイタリアの地方自治政治度については，柴田敏夫「イタリアの地方
自治制度」後藤一郎編著『各国の地方自治制度』敬文堂，１９７３，���　１９５�２１４�；�同
『イタリアの地方自治』東京都議会議会局，１９８１；「イタリアの地方自治」財団法
人自治体国際化協会（２００４年３月３１日）を参照。
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修道法学　２７巻　２号

この法律によって，州に地方自治制度全体の推進力及び調整という権能を

与えることで州を行政の担い手から立法者及び計画立案者へと転換するこ

とが意図されたのであった（憲法裁判所判決１９９１年第３４３号）。この法律に

よって導入された改革点として以下の点が重要である。

�コムーネ，県への固有の憲章（�������）の制定権（憲章上の自治）及

び憲章の実施に関する規則制定権の承認。

�諮問的住民投票に代表される住民参加諸制度の促進及び活用

�公文書の公開及び行政情報への市民のアクセス権の保障

�合併に到達する中間段階である連合という様式を通じた人口５０００人未

満のコムーネ間での合併の奨励。

�合併の対象となっている個々のコムーネの領域において一人の代理コ

ムーネ長によって統治される地方自治体という制度に関する規定の導入

�県に代位するものとしての９つの大都市（トリノ，ミラノ，ヴェネ

ツィア，ジェノヴァ，ボローニャ，フィレンツェ，ローマ，バーリ，ナ

ポリとそれらと経済活動・社会生活へのサービスのみならず文化的な関

係及び地域的な性格において関係のあるコムーネを含む区域）の設置。

�地方の公共サービスの運営形態として，第３セクターへの委託に加え

て，特殊企業，非営利団体，地方自治体を主たる株主とした株式会社に

よることを可能にした。

�地方自治体の理事者と私法上の契約を締結することを可能にした。

�２．１９９３年法律８１号――地方議会選挙制度改革による地方自治体の執行機

関の強化

　１９９３年３月２５日法律第８１号「コムーネ長，県知事，コムーネ議会及び県

議会の直接選挙（���������	�
�����	�����	�����	����
�������������	�
������	��

��������	
�	��������������������	
������������	
�）」７）は，�コムーネ長及び
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　７）この改革の詳細は，高橋利安「イタリア版『政治改革』の一側面――イタリア
の地方選挙制度改革――」『鹿児島経大論集』第３６巻第４号，１９９６��１�����　１６３�１９０；
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高橋：イタリアにおける地方分権をめぐる動向

県知事の市民による直接選挙の導入，�コムーネ長及び県知事を支える安

定した与党を形成することを制度的に保障するための議会議員選挙制度の

改革，�コムーネ長及び県知事の権限強化（コムーネ，県の執行機関の構

成員である理事の任命・罷免権の長への付与），�理事と議員の兼職の禁止

（議会と執行機関との分離）といった改革を行った。この改革の目的は，地

方政府をその統治能力（��������	
	��）を高めより安定したものにするこ

とにあった。

�３．１９９５年２月２３日法律第４３号「普通州議会議員の新選挙法（������

�����������	����
�������������������������������	�
�	���������	���）

　議会多数派を直接的に選択できる制度を導入し，事実上，州知事の住民

による直接選挙制の先駆けとなった。

�４．地方自治体の新たな財政及び会計制度に関する法律の制定（１９９５年２

月２５日立法命令７７号「地方自治体の財政及び会計制度（���������	
�

������������	�
������	��	���	���������）」。

　この新制度については，当時まで有効であったコムーネ及び県に関する

法律の実施規則を廃止したことが特筆される。

�５．「バッサニーニ」改革

　立案者の名前を取って「バッサニーニ」法として著名な１９９７年法律３月

１５日法律第５９号「職務及び任務の州及び地方自治体への授与，公行政改革

並びに行政の簡素化のための政府への委任（������������	�
�����
���

����������	�
��
�������
�
�����	�
��������������	���
��������，����������������

�����������	
�����		�����	������������������	�
�������������������）８）」
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�¤
工藤裕子「イタリアの地方自治と地方選挙制度改革」『選挙時報』第４３巻第９号，
���　１�２６を参照。

�８）法律第５９号において，権限の移譲を示す文言として「����������	�」を用いてい
るがこれもまた，曖昧な用語である。第１条第１項で，この用語を�国の権限の →
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修道法学　２７巻　２号

（さらに，１９９７年５月１５日法律第１２７号「行政活動並びに決定及び統制手続

の簡素化のための緊急措置（�����������	
���������	������	
����������������

��������������	
	�
�	���
���
���	���������������������	
����――第２バッサ

ニーニ法）」，１９９８年６月１６日法律１９１号「１９９７年３月１５日法律第５９条及び

１９９７年５月１５日法律第２５号の改正及び補充並びに職員養成及び公行政にお

ける職場以外での労働に関する規程。学校建築に関する規程（���������	��	

���������	��
����
�����
�
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����������	
�����	�――第３バッサニーニ法）」及び１９９９年３月８日法律第５０

号「脱法律化及び行政手続に関する統一法典�――�簡素化法

（����������	�
�������������������
��������������	�
�����	����	�

��������������	
����������������������１９９８�――第４バッサニーニ）」）は，

国家行政の権限・機能を州及び地方自治体に大幅に移譲することで国家行

政組織の著しい分権化をもたらした。そこで「バッサニーニ」改革は，よ

り大きな自治とより広範な住民自治を求めた世論を背景に１９７０年代初頭に

始まった地方分権の歩みを総括することにより州国家というイタリア共和

国憲法の構想を実現したものと評価されている。この分権化を促進する法

技術として採用されたのが，「委任立法」（������������）という法形式で

あった。すなわち，憲法第１１８条は憲法自体が州に賦与した以外の行政権限

を新たに州に移譲する場合は法律で行うと定めているのに対して，９７年法

律５９号は，州及び地方自治体に機能及び権限を移譲する手段として憲法第

７６条の定める委任命令を政府が採用することを可能にした。

　法律第５９号の革命的とも言える新しい点は，国が一部の特定の機能を州

に移譲することに代えて，それぞれの地域の利益の管理及び発展の促進に

―　　―���

決定的な失効を意味する移譲（����������	�
），�国の権限で取消ができる期限の
定めのない失効を意味する委任（������），�行政機構の改革の時に必要となる新
たな権限の付与を意味する付与（����������	
）であると定義している。
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高橋：イタリアにおける地方分権をめぐる動向

関する行政上の全ての機能及び任務を一般的に州及び地方自治体に移譲す

ることを定め，第１条第３項に示された権限及び機能だけが移譲の対象か

ら排除されていることである９）。また，権限が移譲された事項に関して，

憲法第１１７条に従い州は規則を制定する権限も持つことになった。こうして，

国と地方との行政権限の配分基準は１８０度転換され，法律が沈黙している分

野については地方自治体及び州に帰属し，法律に明示的に規定された事項

についてのみ国に留まることとなった。このような配分基準の転換をもた

らしたものは，明らかに「補完性原則」であった。さらに，１９９８年３月３１

日立法命令第１１２号「国の行政権限及び任務の州及び地方自治体への移譲

（����������	�
��
�������
�
�����	�
��������������	
���	����	����	�������

����������	���
����）」によって行政の地方分権化の過程は一応の完成をみるこ

ととなる１０）。

�６．州財政改革法

　１９９９年５月１３日法律第１３３号「均等化，合理化及び財政連邦主義に関する

規程（����������������	
���
���������
����������	���
	����	������

―　　―���

�９）第１条第３項で移譲の対象から排除され，国の権限に留保された事項は以下の
通り。�外交，対外通商，国際協力及び国外における国家イメージの海外におけ
る増進。�国防，軍隊，武器，弾薬及び爆薬，国家戦略事項。�国家と宗教団体
との関係。�文化財及び芸術的価値のある歴史的遺産の保護。�個人の身分及び
住民登録に関する監視。�国籍，移民，難民，政治的保護及び逃亡犯の引渡し。
�選挙，選挙権及び被選挙権，選挙運動，地方の住民投票を除く国民投票。�通
貨，財政制度，財源の調整。�税関，国境の警備及び国際的予防措置。�公安及
び保安。�司法行政。�郵便及び通信。�社会保障，一時的及び構造的人員の過
剰。�学術研究。�大学教育，学校制度，学校のカリキュラム，学校教育の全般
的な組織，教職員の法的地位。�労働及び協同問題の監視。

１０）バッサニーニ改革は，「行政連邦主義」と評価されることがあるが，この「行政
連邦主義という呼び名は適当ではない。これは「財政連邦主義」をモデルとした
用語であるが単なる政治的スローガンに過ぎない。法律第５９号により開始された
改革は，非常に広範囲に及ぶものであるが分権化に他ならない。より正確にいえ
ば州に移譲された事項に関しては政治的分権，地方自治体に移譲された事項につ
いては機能上の自治的行政的分権化と定義できるものである。
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���������	
��������）」及び２０００年２月１８日立法命令第５６号「１９９３年５月１３日

法律第１３３号第１０条に基づく財政連邦主義に関する規程（����������������

�����������	�����
�����	���
������������������	
����������������������������

�������������）」によって国家予算からの州への移転を廃止することによっ

て州財政の自治を強化した。

�７．普通州の政府形態に関する憲法改正

　１９９９年１１月２２日憲法的法律第１号「州知事の直接選挙及び州の憲章自治

の強化に関する規程（�������������	��	
��
�����

����
�������������

����������	��

�	�����	�������
�	�	���������	�
��������	�
����
���	��	�）」は，

普通州の組織に関する第１２１条，第１２２条，第１２３条及び第１２６条の４か条項

を改正して，�州知事の住民による直接選挙制の導入，�普通州の憲章自

治権の大幅な強化を実現した。

�８．１９９９年法律２６５号――１９９０年法律１４２号の改正

　地方自治に関する戦後最初の体系的な法律であった１９９０年法律第１４２号は，

提案者の名前から「ナポレターノ・ヴィネーリ」法と呼ばれる１９９９年８月

３日法律第２６５号「地方自治体の自治及び組織並びに１９９０年法律第１４２号の

改正に関する法律（����������������	
���
����
�����	�
���������	��
��

������������	
������	�
���	����
�������������������	
������	�����）」によっ

て，いくつかの点で改正された。その重要な点を列挙すれば以下の通り。

�憲章制定権及び規則制定権を中心とした地方自治体の自治の拡大・強

化。

�地方行政の活動・決定への住民参加の範囲及び制度の拡張。

�小規模コムーネ間の合併及び連合を促進するという形で具体化される，

複数コムーネの事務のコムーネを超えた管理の奨励。

�山岳コムーネ及び大都市に関する新たな規定

�コムーネ・県の分権の強化
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�地方自治体の議会及び理事会に関するより明解な規定の導入

�地方行政官についての詳細な規定

��９．新地方自治統一法典の制定

　２０００年８月１８日立法命令第２６７号「地方公共団体組織に関する諸法の統一

法典（��������	
����������	���������	������������	����	���
��	）」は，ファシ

ズム時代の地方制度についての中心的な法律であった１９３４年３月３日国王

命令第３８３号（「コムーネ及び県に関する諸法の統一法典（��������	
��������

����������	
���������	��
��）」を全面的に廃止することで９０年代に行われた

一連の地方自治制度の諸改革を整理・強化した。

１０．特別州の政府形態の改革

　２００１年１月３１日憲法的法律第２号「特別州知事の直接選挙並びにトレン

ト及びボルツァーノ自治県知事の直接選挙に関する規程（�������������

������������	
�	�������������������������������		��
��������������������������

����������	
������
�����	����
�������������	�）」は，１９９９年憲法的法律第

１号の内容を特別州に拡大したものである。

�　２００１年憲法的法律第３号の立法過程

�１．前　　提

　憲法的法律第３号による共和国憲法第２部第５章の改正は，地方政府の

編成全体を変革し，既存の中央・地方関係を根本的に変更したという点で，

共和国憲法が施行されて以来行われた最大の改正である。

　この憲法的法律の議会での立法作業は，ダレーマ内閣が１９９９年３月９日

に法案を閣議決定し，３月１８日に下院に上程した時が直接的な始点であるが，

その立法過程の内容及び特徴を理解するためには，第１３立法期（１９９６年５

月－２００１年５月）における地方分権をめぐる議会の活動全体を考察するこ

とが求められる。そこで，ここでは１３立法期を，�憲法改正に関する両院
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合同委員会の設置によって開始される憲法の「大改革」の企てとその失敗，

それと同時進行した「行政連邦主義」の本格的な実施を開始させたと言わ

れるバッサニーニ法（１９９７年法律第５９号）の可決とを特徴とした１９９８年５

月までの第１期，�１９９９年末までの短いが生産的に「部分的な憲法改正」

が行われた第２期，�まさに憲法的法律第３号の作成作業が行われた２００１

年５月の第３期に区分して，その概要を整理しよう１１）。

�２．両院合同委員会の「大改革」の試み

　この時期は，政治制度工学に基づき「第２共和制」の制度を構築するた

めに憲法第２部「共和国の組織」を全面的に改正するという憲法の「大改

革」の企てが行われたのだが，それに取り組んだ政治的環境という点でも

選択された手段と言う点でも非常に特別な時期であった。まず，手段につ

いては，第１３８条に規定された通常の憲法改正手続ではなく，特別の憲法的

法律を制定して憲法改正手続を変更した。すなわち，憲法第２部の憲法改

正案を起草する権限を持った各院３５名，合計７０名の委員から構成される

「憲法改革のための両院合同委員会」を設置し，同委員会の改正案を各議院

が３か月以上の間隔をおいて２回議決し，最終的には国民投票にかけると

いう改正手続となった。

　しかし，この手続の側面以上に重要なのは，両院合同委員会方式による

憲法の「大改革」の断行という方式を定めた１９９７年１月２４日憲法的法律第

１号「憲法改革のための両院合同委員会設置法（����������	
��
���


������������	
��
���
���	������������������	�
�	���	）」に，一部の少数政
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党（北部同盟，共産主義再建党）を除いて，与党（オリーブの木）だけで

なく野党（自由の家）も賛成票を投じ，トップレベルの指導者（書記長，

代表）を委員に送り込んだという政治的環境（この点は両院合同委員会の

委員長に左翼民主党の代表であったダレーマが選出されたことに象徴され

る）である。両院合同委員会の作業は，幾つかの側面で４８年憲法を作成・

採択した憲法制定議会の経験を思い起こさせるものであった。

　すなわち，�主要な全ての政党がその作業に参加・協力したという政治

的条件，�政府やその他の外部機関の関与を排除して，改正案の作成の全

責任を議会に負わせるという立法手続が議会中心的であること，�政府の

安定・強化，国と地方との新しい関係の構築，「完全な両院制」の見直し，

司法制度の改革，憲法裁判所の権限の見直しといった，今までその改革が

試みられてきたがことごとく失敗してきた諸問題のすべてを体系的に解決

することを目標としたという改革が総合的であること，という点に憲法制

定議会の経験との類似性が見られる。

　両院合同委員会の集中した作業の結果，作業開始から僅か９か月後，

１９９７年７月４日に憲法第２部の全面的な改正案が採択された。この改正案

では，第２部のタイトルが「共和国の制度（���������	
�������

����������	）」から，「共和国の連邦制度（���������	
�������������

����������	）」に変更され，地方自治制度に関する規定（「コムーネ，県，

州，国」）が置かれた第１章から始まる構成となった。９か条からなる第１

章にはコムーネ，県州及び国（�����）を共和国（����������	）を構成する

団体として同レベルなものとして規定していること，行政権限の第１次的

なコムーネへの帰属，憲法に列挙した事項以外の残余事項についての州へ

の一般的な立法権の配分など，多くの点で２００１年憲法的法律第３号との類

似点が存在する。しかし同時に，侵すことのできない全国的な利益に関す

る事項の一般的な立法権を国に帰属させていること，自らの権限を侵害す

ると判断した法律の憲法裁判所への提訴権を州だけでなくコムーネ及び県

にも付与していること，コムーネ，県及び州の財政自治権のより詳細な規
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定を置いていることなどの見逃すことのできない相違点もある。

　改正案の審議は，下院で１９９８年初頭から国・地方自治体関係に関する条

項から開始された。共和国を「連邦制」として定義することを放棄すると

いう政治的には大きな意味のある修正など幾つかの重要な修正を加えるな

ど国・地方関係に関する条項の審議までは順調に進行した。しかし，最大

野党である「頑張れイタリア（���������	
�）」が改正案には政府形態に関す

る根本的な改革が欠如していると言う理由で，審議中の改正案への支持を

撤回するに至り，９８年５月で審議は中断され，この「大改革」の試みは挫

折するに至った。この結果，第１３立法期の第１段階における政治諸勢力間

の関係を規定してきた基軸が欠けることとなり，政局は一気に流動化した。

両院合同委員会方式の失敗も一つの要因となったこの政局の流動化の中で，

プローディ内閣は崩壊し，両院合同委員会としてその作業を指揮したダ

レーマを首班とする新内閣が成立することとなった。

　しかし，両院合同委員会方式による「憲法大改革」の試みの挫折は，改

革の完全な失敗を意味しなかった。というのも地方分権改革の分野では，

両院合同委員会が活動を開始したのとほぼ同時に国の行政権限の大幅な州

への移譲を規定した「バッサニーニ法」が可決されたからである。しかし

「バッサニーニ法」は，国に立法権が留保されていた分野における行政権限

の全体的な州への移譲を規定しているが，この点は，憲法を改正して権限

の移譲に関して憲法上の根拠を与えることが不可欠であると考えられてい

た。しかし，両院合同委員会の活動の中断により，通常立法によって行わ

れた地方分権改革と調和した憲法改正を行うという可能性は失われること

となってしまった。

�３．部分的改革の季節

　１９９９年に始まった新たな段階においても改革は断念されなかったが，異

なった方法で行われた。ダレーマ内閣は，一つの体系的な改革案による

「大改革」の断行という路線を放棄して，より緊急なものから部分的な改
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革を積み上げていくという路線を選択し，政治制度改革の重要な論点に関

する「中立」の態度を脱して，一連の憲法改革及び選挙制度改革の推進者

となった。このために，両院の憲法問題委員会委員長の合意によって，異

なった問題ついて，各院が任務分担して審議を同時に行い改革の全体的な

時間を節約するという実践的な審議方法を採択した。

　この方式が功を奏して，�憲法第１２１条，第１２２条，第１２３条及び第１２６条

の改正による州知事の直接選挙制度及び州の新たな憲章制定に関する自治

制度の導入（１９９９年憲法的法律第１号），�第１１１条の改正による「適正手

続」条項の挿入（１９９９年憲法的法律第２号），という２つの重要な改革が，

ほぼ同時に議員の大多数の賛成で実現された１２）。

�４．憲法的法律第３号の成立経過

　ダレーマ政府は，以上の「部分的な改革」の成果に立って，制度改革担

当大臣アマート（高名な憲法学者で，元首相）のイニシアチブの下で，「共

和国の連邦制度」という意欲的なタイトルをつけた憲法第２部第５章の政

府の改正案を作成し，議会に上程したことで，国と地方との関係に関する

憲法改正の作業を再開した。この政府案は，下院の審議で修正された両院

合同委員会案に大きく依拠したものであった。以下，具体的に議会におけ

る審議の経過を辿ることにしよう。

―　　―���

１２）そのほかに在外のイタリア人の在外投票制度を導入するために憲法改正が実現
している。�２０００年１月１７日憲法的法律第１号「在外イタリア市民の投票権行使
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　�　下院の憲法問題委員会に於ける審議

　政府案１３）は，他の憲法改正案とともに下院の憲法問題委員会に付託され，

１９９９年４月１４日から審議が開始された。総論的討議に続いて，提出された

諸改正案を基にして委員会が統一案を起草することとなり，そのために小

委員会を設置することが決定された。この決定は，少なくない政治的な意

味を持った。すなわち，多数決で政府案を委員会案の原案とするという選

択に比べて，このように多様な改正案を基礎に委員会の統一案を起草し，

その任務を，委員会総会に比べて，人員が限定され非公式な機関である小

委員会に委ねるという決定は，多様な政治勢力間による「協力・協調」を

促進する審議方法を選択したことを意味するからである。

　この小委員会の作業の結果，１０月２７日に憲法問題委員会総会に小委員会

案が提出された。小委員会案は政府原案と比べて，�環境，エコシステム

及び文化財の保護が競合的立法事項から国の排他的な立法事項への移行に

示される立法権の国と州への配分を見直したこと，�国家の代位権の規定

を第１２０条に挿入したこと，�国と州の協議会を「憲法化」したこと，�州

の内部組織を定めたすべての部分（第１２１条，第１２２条，第１２３条及び第１２６

条の改正案）は，１９９９年憲法的法律第１号としてすでに成立していたので

削除したこと，という点で重要な相違が存在した。

　小委員会案に対しては多数の修正案が各会派（特に野党）から提出され

たが，数が多すぎて議事日程上総会での十分な討議時間が確保できないと

いう事態に陥った。そこで，小委員会案の処理に関する議事日程を決定す

るために１１月１１日下院の会派代表者会議が開催されることとなった。その

会議の場で，委員会の討議を中断し，翌日から本会議での小委員会案を対

―　　―���

１３）政府の改正案は，既述したように多くの部分が両院合同委員会案の再提案となっ
ているが，しかし同時にいくつかの相違がある。この相違は�政府案では，合同
委員会案を２つの憲法改正案に分割され，州の憲章制定自治権及び州知事の直接
選挙に関する部分は１９９９年憲法的法律第１号となった，�政府案は，両院合同委
員会案に対して下院が多数で行った修正を考慮している，�地方自治体代表の提
案を一部取り入れた，ことによっている。
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高橋：イタリアにおける地方分権をめぐる動向

象とした総論的審議を開始することが決定された。これを受けて同日に開

かれた憲法問題委員会総会で，小委員会案を本会議における審議の原案と

決定し，本会議への提案者として２人の与党委員を選出した。

　このような与党の対応に対して，北部同盟は，会派の代表者を少数派の

提案者として任命するという行動に出たし，他の野党も委員会に提出した

すべての修正案を本会議に再提出することを宣言した。こうして，１９９９年

に行われた憲法改正を特徴づけていた与野党の協調という政治環境は変化

の兆しを示した。

　�　下院本会議での審議

　本会議での委員会案に対する総論的討議は，１９９９年１１月１２日から１６日ま

でに４回行われただけで終わり，審議は議事日程の都合から中断されるこ

ととなった。この２０００年９月まで続く長い中断の間に政治環境を大きく変

化させる選挙絡みの２つの出来事が起きた。

　まず第１は，２０００年春に行われた州選挙に際して，国民同盟とベルルス

コーニに率いる「頑張れイタリア」を中心とした中道右派連合である「自

由の家」にボッシを党首とする地方分離主義政党である北部同盟が正式に

参加し，さらにこの新生「自由の家」が，与党である中道左派連合「オ

リーブの木」に勝利したことであった。この選挙の結果，ダレーマ第２次

内閣は総辞職に追い込まれ，第２次アマート政権が成立した。

　第２は，２００１年春に予定された総選挙の日程が近づいたことから，与党

「オリーブの木」，野党「自由の家」の両陣営が政治的対決姿勢を明確にし

始めたことである。こうして，政治制度改革を巡っても両陣営は相違点を

強調するようになり，「連邦制」についての議論も政治的な重要な争点と

して注目を浴びることとなった。また２０００年春に新たに「自由の家」から

選出された，一部の北部州の知事は，審議中の与党案では，分権のさらな

る推進は不可能であるという判断から，州が憲法改正の新たな提案の推進

者となることの是非を問う州民投票を提起するというパファーマンスを行

うに至った。

―　　―��� ���（���）
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　以上の政治環境の変化を受けて，与党である中道左派連合は，野党との

対話路線から正面突破路線へと戦術転換し，与党単独採決によってでも総

選挙前に法律を成立させることを最優先の課題として，９月１９日に再開され

た法案審議に臨んだ。この結果３５０を超える野党の修正案がすべて与党に

よって否決された。こうして，９月２６日第１回目の議決が行われ，野党が議

場を放棄する中，与党単独で採決に付され，賛成２６９，反対１１（共産主義再

建党），棄権２で可決された。

　�　上院での審議，成立へ

　上院での審議も下院での最終局面と基本的に同じで，与野党が全面的に

対峙するという形で進行した。この結果，下院が可決した法案と全く同じ

法案が１１月１７日にやはり野党の欠席する中採択に付され，賛成１５３，反対３

（共産主義再建党），棄権４で可決された。憲法第１３８条の規定により，３か

月以上の間隔をおいて，第２回目の審議がおこなわれ，下院は２００１年２月

２８日に賛成３１６，反対１２，棄権６で，上院は２００１年３月８日，賛成１７１，反

対３，棄権３で第１回目に下院で採択された法案に一字一句の修正もなく

可決・成立した。

　第２回目の議決で賛成が３分の２を超えなかったので，憲法第１３８条の規

定により，「オリーブの木」「自由の家」の両陣営ともに成立した法案の可

否を国民に問うための国民投票を請求した。憲法裁判所は，いずれの請求

も認容したが，総選挙を挟んだ２００１年１０月７日に国民投票が実施され，

６４．２％の国民が賛成（反対３５．８％，投票率３４％）した。この結果，１０月１８

日に法律は大統領によって認証され，最終的に１１月９日に施行された。

�　憲法的法律第３号による憲法改正の主要な内容１４）

�１．改革の全体像

　まず，改革の全体像を明らかにするために，主要な改革の概要を整理す

―　　―���

→
１４）憲法的法律第３号に関する研究は膨大な数にのぼる。ここでは，代表的なもの
を挙げるに止める。����������	�
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高橋：イタリアにおける地方分権をめぐる動向

ることにする。

　�コムーネ，県，大都市の自治権の憲法的承認（第１条）

　州に限定されていた自治権の憲法的保障をコムーネ，県及び大都市へと

拡大し，それらの自治権を強化した。

　�州の立法権の大幅な強化（第３条）

　憲法第１１７条を全面的に改正して，憲法が明文で列挙した国の排他的立法

事項を除き基本的には州に立法権が帰属することになった。また州の立法

権の行使を拘束していた　�）国の法律が定める基本原則の遵守，�）国の

利益及び他の州の利益との適合性の確保という制限が廃止され，憲法，国

際的義務及び����法制に適合すれば，自由に立法できることになった。さ

らに，国及び州に帰属する排他的立法事項に関する法律は，国法も州法も

法源上は同一の位置付けを持つことになった。

　�行政権限の国と地方への配分原理の根本的転換（第４条）

　「行政権能は，……コムーネに帰属する。」と規定することで，地方行政

権を最も住民に近い基礎自治体であるコムーネに第１次的に帰属させるこ

とを原則とする「補完性（サブシディアリティー）原則」（制度的「補完

性」）を明確に宣言した。また，州の行う行政活動に対する国家統制が一切

廃止された。

―　　―���
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修道法学　２７巻　２号

　�地方自治体の財政自治権の大幅な強化（第５条）

　「コムーネ，県，大都市及び州は，収入及び支出上の財政自治権を有す

る。」と規定することで財政連邦主義（���������	
��������）を導入した。す

なわち，自治体は自主課税権を有するだけでなく，自らの権能の行使に必

要な財源を国の設置する基金から引き出すこともできる。

　�州レベルでの男女共同参画の推進（第３条第７項）

　欧州連合諸国の中で，イタリアにおける政治参画は最低水準にある。こ

の男女不平等の解消に向けた積極的な是正策に根拠を与える規定を挿入し

た１５）。

　�少数言語住民に対する保護策（第２条）

　少数言語住民に対する保護策の一環としてトレンティーノ・アルト・ア

ディジェ州とヴァッレ・ダオスタ州の表記においてドイツ語及びフランス

語を併記した。

　�国の議会委員会への自治体代表の参加（第１１条）

　この条項は，国法の立法過程への自治体代表の参加を可能にするためで

なく，「憲法第２部第１章が改正されるまで」と定めることで，現行の両院

制の在り方の見直しを法的に宣言し，州を代表する機関としての上院の設

置への道を開いた。

　以下，改革の重要な点について少し詳しく検討することにしよう。

�２．共和国の新たな構成要素（憲法第１１４条，第１１６条）

　憲法的法律第３号第１条によって，憲法第１１４条第１項は，「共和国

―　　―���

１５）イタリアの女性国会議員の比率は，１０．１�（２００１年現在）で，欧州連合構成国の
中で最低である（世界諸国の中でも６９位）。この著しい女性の政治的過少代表問題
を解決するための措置に憲法上の根拠を与えるために憲法改正が行われた（２００３
年５月３０日憲法的法律第１号「憲法第５１条の改正（����������	

������
������	

��
�����������	）」）。なお，イタリアにおける女性の政治参画をめぐる諸問題について
は，馬場康雄・高橋利安「イタリアにおける女性の政治参画」『諸外国における女
性の政治参画に関する調査研究報告』；高橋利安「イタリアにおける女性の政治参
画の現状」『修道法学』２６巻１号，�����２５�５０を参照。
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高橋：イタリアにおける地方分権をめぐる動向

（���������	）は，コムーネ，県，大都市，州及び国（�����）よって構成さ

れる。」へと改正された。新規定は，単に旧規定（「共和国は，州，県及び

コムーネに区分される。」）とだけでなく，共和国内部における国，州，県

及びコムーネ（今度は大都市）相互間の既存の関係全体とも大きく相違し

ていることは明らかである。また，第１１４条の改正と同時に，憲法第１１５条，

第１２８条及び第１２９条が廃止されただけでなく，州の行政活動に関する国の

統制を定めた条項（第１２５条第１項）及び県・コムーネの行政活動に関する

州の統制に関する条項が併せて廃止されたことを考えれば，この相違はよ

り一層大きな意味を持ってくる。

　新第１１４条の規定は，多くの新しい要素をもっていると同時に多くの問題

を投げかけている。その主なものとして以下の事項を挙げることができる。

　�共和国に対する地域団体の新たな編成に関する問題。この点では，�）

共和国はもはや州，県，コムーネに「区分される」ではなく，コムーネ，

県，州に加えて大都市及び国よって「構成される」ことをどのように理解

するかという問題，�）共和国を区分する単位としてはより広域な地域団

体である州から始まっていたのに，構成する団体の順序としては国民にとっ

て最も身近な基礎的自治体であるコムーネから始まっているということを

どのように理解するかという問題，の２側面がある。

　�共和国を一緒に構成する団体として国も挙げられていることをどのよ

うに考えるかという問題。すなわち，なお国と共和国を同一視することが

できるのか否かという問題。

　�第１１４条が挙げた団体の相互関係についての問題。この点では，国と州

が同格化されただけではなく，すべての団体が基本的には上下の関係では

なく，水平的な関係になったことに関する問題である（このことは，第１１４

条第１項だけでなく，同条第２項及び第１１５条・第１２８条が廃止されたこと

によって県・コムーネに明確に自治が保障されたことからも明らかなよう

に思われる）。

　�大都市が他の団体と「同格」の地域団体となったことに関する問題。

―　　―��� ���（���）
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さらに，この大都市という新たな団体の構造に関する規定が欠如している

ことである。

　�第１１４条第３項が規定した共和国の首都であるローマ市（コムーネ

（������）ではなく，�����������	�，という文言を用いている）の特別の憲

章に関する問題である。

�３．州の立法権の強化

　�　立法権の配分原則の転換

　国と州との立法権の配分に関する新しい第１１７条は，改革全体の中で最も

革新的な部分と評価されている。第１１７条の旧規定は，同条に列挙された事

項に関する細目を定める法規範を作成する可能性のみを州に帰属させると

いう形で，立法権を国と州に配分していた。しかし，第１１７条の新条項は，

この基準を逆転させ，①まず，国に排他的な立法権が帰属する事項の限定

されたリストを掲示し（第２項），②続いて国の法律に留保された基本原則

の確定を除いて州に立法権が帰属する事項のリスト（競合事項，このリス

トは，確かに多くの問題点を含んでいる）を挙げ（第３項），③最後に明文

で国に留保されていない事項は，排他的に州に帰属するとの原則を規定し

ている。

　すなわち，立法権の国と州との配分原則を，憲法に限定的に列挙した事

項のみを州の立法事項とするという原則から憲法で国の立法事項と列挙し

た以外の事項は州に立法権を配分するという原則に転換し，州の立法事項

を大幅に拡大したのであった。

　ここで，この憲法改正の意味として次の３点を挙げることができる。

　①ともに憲法に従属し，欧州連合法及び国際的な義務に拘束されるもの

として対等な地位を国家法と州法に与えていること（＝国法と州法を法源

上同じレベルに置いている）（憲法第１１７条第１項）。

　②州法に対する政府の統制を廃止することで，イタリアを近代的な州制

度から遠ざけてきた制度の一つが姿を消したこと（憲法１２４条）。

―　　―������（���）
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　③立法権の配分について州への残余・優先条項が置かれたこと（憲法１１７

条第４項）。

　以上の点すべては，「立法機能に関する憲法条項の階層性の再検討をせま

るもの」であり，「『立法権は，両院が協力して行使する』という憲法第７０

条は，立法権の分析における中心的な地位を失い，議会の立法手続のみを

規律する条項として第２次的な役割を果たすこととなる」１６）と評価されて

いる。

　�　立法事項の分配

　　�� 　国に排他的立法権が帰属する事項

　国に排他的立法権が帰属する事項として列挙されたものは，国が伝統的

に行ってきた機能におおよそ集約される。それは以下のように分類できる。

　�国際関係：外交，国際関係及び欧州連合との関係（後の２つ分野では，

国は州の介入の憲法的承認によって割り引かれる）；庇護権及び，欧州市民

ではない者の法的地位；移民（州との協力が規定された事項，第１１８条第３

項）（＝�）号）；共和国と宗教団体との関係（＝�）号）。

　�経済・通貨政策：通貨，貯蓄の保護及び金融市場，競争の保護，通貨

制度，国の租税制度及び会計制度，財政資源の調整（＝�）号）。

　�国の組織：国の機関及びその選挙法，国レベルのレファレンダム，欧

州議会選挙（＝�）号）；国及び国の公共団体の行政制度及び組織（＝�）

号）；コムーネ，県及び大都市の選挙法，統治機関及び基本的権能（＝�）

号）。

　�人同士の関係：移民（＝�）号）；国籍，個人の身分及び住民登録（＝�）

号）。

　�国の安全保障：国防及び軍隊，国家の安全保障，武器，弾薬及び爆薬

（＝�）号）；地方の行政警察を除く治安及び保安（＝�）号）。

　�福祉国家：国土全体で保障されなくてはならない市民的及び社会的権

―　　―���
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修道法学　２７巻　２号

利に関する給付の基本的水準の決定（＝�）号）；教育に関する一般規則（＝

�）号）；社会保障（＝�）号）。

　�司法：司法及び手続法，民事法及び刑事法，行政争訟（＝�）号）

　�環境保護：環境，エコシステム及び文化財の保護（＝�）号）

　�分類不能なもの：税関，国境の防備及び国際的予防措置（＝�）号）；度

量，尺度及び時の決定，国，州及び地方の行政データの統計及び情報処理

技術に関する情報の調整及び知的財産権（＝�）号）。

　　�� 　国と州の競合事項

　憲法的法律第３号によって修正された１１７条の第３号（「競合的立法事項

については，州に立法権が帰属する。但し，基本原則の決定は，国の法律

に留保される。」）によっても競合的な立法事項における州の立法権の行使

の在り方の改善をもたらさなかった。というのも改正前から問題であった

国の「枠組み法（����������	���
���������）」（特定の事項に関する基本原則

を示す国法）と州法との関係に明確な解決策を規定に盛り込むことができ

なかったからである。しかし，すでにバッサニーニ改革の成果も受けて競

合的立法事項は，旧１１７条と比べて以下のように拡大された。

　�州の国際関係及び州と欧州連合との関係

　�外国との通商

　�労働の保護及び安全

　�学校の自治並びに職業訓練及び職業教育を除く教育

　�職業

　�科学及び技術研究並びに生産的セクターの革新のための支援

　�健康の保全

　�食品

　�スポーツ法制

　�民間防衛

　�領土の管理

　�民間の港湾及び飛行場
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　�大規模な輸送及び航行網

　�通信制度

　�エネルギーの生産，輸送及び全国への配給

　�補充的及び補完的な保険

　�公的収支の調和並びに公財政及び租税制度の調整

　�文化財及び環境財の評価並びに文化活動の推進及び組織化

　�貯蓄銀行，農業金融公庫及び州レベルの信用金庫

　�州レベルの不動産及び農業信用団体

　　�� 　州の残余・排他的事項

　代表的で重要な事項として以下のものが考えられている。

　�州の制度及び組織（憲章で国法に拘束されない新しい組織のモデルを

定める可能性を含む）

　�農業，林業，狩猟，漁業（エコシステムの保護との関係で国の権限と

調整が必要）

　�手工芸（手工芸的な形態における財及びサービスの生産，手工芸の個

人経営及び協同組合の保護，発展について）

　�商業

　�工業（１９９８年３月３１日立法命令第１１２号「１９９７年３月１５日法律第５９号

第１章の実施に関する国の行政権限及び業務の州及び地方団体への移譲

（����������	�
��
�������
�
�����	�
��������������	
���	����	����	����������

�����������	
��������������	����������������		��	�

���������������������）」

第１７条第２項が定める機能も国に留まるか，州に移譲されるかの検討が必

要）

　�観光業及びホテル業

　�エネルギー（地方的利益及び自己生産の側面に関して）

　�商工会議所

　�輸送及び道路整備

　�鉱山及び地熱資源
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　�鉱泉及び温泉

　�教育援助

　�興行

　�社会的サービス

　�公共住宅建築

　�公共事業

　�州及び地方行政警察

�４．行政権の配分原理の根本的転換

　１１８条の改正によって，州が立法権限を持つ事項に関する行政権限は州に

帰属させ，例外的にもっぱら地方的利益に関する事項の行政権能のみをコ

ムーネ及び県に帰属させるといういわゆる権限の一致主義（�����������	


����������	
�	）の基準（旧第１１８条）に変えて，垂直的補完性原則を採用し

た。すなわち新１１８条は「行政権限は，コムーネに帰属する」として行政権

限を第１次的に住民に最も近い基礎自治体であるコムーネに帰属させること

を明らかにしている。さらに「その統一的な執行を確保するために県，大

都市，州及び国に付与する」と規定し，より広域の団体に行政権限を付与

する場合にも住民からの距離に従って下から付与すべき団体を列挙してい

る。

�５．財政自治権――財政連邦主義の憲法化

　憲法的法律第３号による憲法改正は，憲法第２部第５章の「連邦主義的

改革」と一般的に言われているが，その「改革」の重要な点の一つは，地

方自治体の財政自治権に関する点である１７）。権限のある領域において着手

―　　―���

→

１７）９０年代に一層の分権化が進行し地方自治体に国から大幅な行政権が移譲されな
がら，それに見合う財源の移譲及び財政運営の改革が進まず多くの問題が指摘さ
れていた。すなわち，１９７３年の税制改革までは，家族所得税，消費税などの地方
税が存在し，その税収はコムーネの歳入の半分ちかくを占めていたが，７３年の改
革により僅かな雑税を残して，ほとんどの地方税は，中央政府によって徴収され，
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高橋：イタリアにおける地方分権をめぐる動向

した活動を実際に最後まで達成できることを可能にするのに十分な財政的

裏付けを確保することができなければ，憲法が地方自治体に保障した自治

権は単なる原則の確認に過ぎなくなるからである。このような意味におい

て，新しい第１１９条が，州の財政自治権―州に委ねられた作用を実施するた

めに必要な財源を自主的に決定し運用する権限―を再確認し，強化したこ

とは重要である１８）。実際，旧第１１９条は，州の財政自治権の原則的な承認に

止まっており，州に課税権を賦与すべき税の範囲の確定や国家の財政全体

との調整を国の法律に大幅に委任することを前提とした規定であったと批

判されていた。

　憲法的法律第３号第５条は，憲法第１１９条の州及び地方自治体の財政自治

権に関する条項を改正し，「�コムーネ，県，大都市及び州は，収入及び支

出の財政自治権を有する。�コムーネ，県，大都市及び州は，自主財源を

有し，憲法並びに公財政及び租税制度の調整原則と合致する範囲で，固有

の，租税及び収入を定め，かつ，適用する。また，自らの区域に関する国

の税収入の配分を決定する。」と規定した。この改正の持つ意味の強調すべ

き点として以下の４点を挙げることができる。

　第１は，州だけでなく，コムーネ・県・大都市にも財政自治権があるこ

とを明文化したことである。実際，この州以外の地方自治体への財政自主

権の拡大は，「地方自治に関する統一法典」第３条（「コムーネ，県及び大

―　　―���

�¤
各自治体に再配分されることになり，自治体の主要な財源は国庫からの補助金に
大幅に依存するとこととなった（税収全体に占める地方税の比率は，１９９０年で
６．９�にすぎず，地方収入に占める国の補助金の割合は７４．３％に達していた。また，
イタリアには，深刻な南北格差という歴史的な問題も存在し，地域の均等の取れ
た発展を確保するという必要からも極端な中央集権型の税収構造となっていた。
９０年代に入ると，こうした集権型財政構造の転換を求めた財政連邦主義
（���������	
��������）の主張も強くなった。イタリアでは，北部同盟の政策の中に
示されているように連邦主義とは，中央政府の権限を弱め，南北問題にこだわる
ことなく，各地域の独立性を強めると言う意味で使われることが多い。

１８）州の固有な税として，１９９８年に生産活動税（��������	
�����
�����
����������
���������	
�
���，外形標準による地方法人税）が導入された。
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都市は，憲章及び規則並びに国家財政との調整に関する法律の定める領域

において税制上及び財政上の自治権を有する。」）によってすでに法律で行

われていたが，この改正によって憲法的確認に高めた点である。

　第２点は，財政自治権を収入及び支出の自治権として具体化したことで

ある。この相違は根本的である。何故なら，つい近年まで州の財政自治権

とは基本的には支出の自主決定権，すなわち国の法律によって与えられた

財源を自主的に運用する州の権限と理解されていたからである１９）。

　第３は，この収入の自治権が，さらに「固有の租税及び収入を定め，適

用する」という文言で強調されている点である。こうして，改正の趣旨が，

「州に固有の税金が配分される」（旧第１１８条）という規定に示された中央集

権的な枠組みを放棄し，財源の総額の確定及び徴収手続に関して州に自治

権を与えることにあったことが明らかになることである。

　第４点は，自己の地域に関する国税からの歳入への配分権も与えられて

いる点である。こうして，地域で徴収された歳入は，少なくともその一部

は，その地域に留まるべきであるという課税の属地主義の原則が明白に確

認された。

�６．国家統制の廃止

　最後の重要な改革の柱は，州及び地方自治体の立法及び行政活動への広

範な国家統制を定めていた条項（第１２４条，第１２５号，第１２７号，第１３０条）

を廃止及び改正して分権・自治を強化したことである。ここでは，どのよ

うな統制が廃止されたのかを確認することにしよう。

―　　―���

１９）現在の州（及び地方自治体）の財源は，以下の３つの種類に分類できる�自主
財源：固有の税収及び歳入並びに自らの区域に関する国税による歳入への配分金，
�住民が少なく租税能力が劣る自治体に対する追加的財源として国の法律によっ
て設置される均等化基金。この基金はその使用目的・分野について国から全く拘
束を受けない（８０年代においては，州財源の９２�が国の法律及び中央官庁によって，
使用分野が決定されていた）。�特定の州及び地方自治体への特定の目的に限定さ
れた国庫からの追加的な移転による財源。
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　�　州の立法活動への国の統制

　まず，あらゆる州法は共和国監査官（������������	
����
���，�州都に

駐在し国の行政作用と州のそれと調整を行う。旧第１２１条第１項）への報告

が義務付けられていた。すなわち，州知事は州法の成立から５日以内に説

明の報告書を添付してそれを監査官に送達こととされていた。受領した監

査官は，�）当該州法が，州の立法権限を逸脱していないか（適法性の審査），

�）当該州法の内容が国若しくは他の州の利益に反しないか（正当性の審

査）についての自らの見解と一緒にその写しを共和国政府に送達する。

　当該州法は，共和国政府が異議を申し出ない限り，受領してから３０日以

内に監察官によって査証され，査証の日から１０日以内に審署された上で公

布され，公布から１５日以内に施行される。しかし他方，共和国政府が　�）

州の立法権限を逸脱して合法性を欠いている，�）国若しくは他の州の利

益に反していると判断した場合には，当該州法は監査官に返送される。監

査官は，共和国政府の異議の理由書とともに当該州法を州知事に差し戻す。

州法を差し戻された州知事には２つの道が存在した。すなわち，第１は，

政府の異議を受け入れ，異議の趣旨に沿った形で当該州法を修正する道で

あり，第２は，政府の異議を受け入れず，原案通り州議会に再提出する道

である。この場合，州議会が再可決するには議員の絶対多数の賛成が必要

であった。

　州議会が再可決した場合には，共和国政府はその報告を受けてから１５日

以内に，�州議会の決定を尊重して監査官に当該州法に査証することを許

可するか，�あくまで共和国政府の見解を維持して更なる手段をとるかを

決断しなくてはならなかった。�の場合には，州法の適法性（州の立法権

限の逸脱）を問う場合には憲法裁判所に，州法の内容の正当性（国及び他

州の利益の侵害）を問う場合には両議院に提訴するとされていた（いずれ

か疑わしい場合には，憲法裁判所が提訴すべき機関を決定）。

―　　―��� ���（���）
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　�　州の行政行為に対する統制

　州の行政行為に対する統制については，憲法では「州の行政行為の適法

性に関する統制は，国の機関によって，共和国の法律で定める方法及び制

限の内で，分権的な様式で行われる」と定めるに留まり，その具体化は法

律に委ねられていた。この具体化法として１９５３年２月１０日法律第６２号「州

機関の構成及び権能（�����������	
	
�������	
�	��
�������������	�，提案者

である当時の内務大臣の名からシェルバ（������）法と呼ばれる）」が制定

され，統制機関，統制の対象，統制手続などの規定が整えられた。９０年代

に始まった地方自治改革に対応するために１９９３年２月１３日立法命令第４０号

「州の行為についての合法性統制（�����������	��
�	��	�	������	����	�������

�������）」及び１９９３年１１月１０日第４７９号「１９９３年２月１３日立法命令第４０号の

改正（���������	
�	������	������
����	������������	

�������
）によって

シェルバ法に対する最初の重大な改正が行われた。さらに最終的には１９９７

年５月１５日法律第１２７号によって規律されることになった。

　以下この改正を踏まえて憲法的法律第３号によって廃止された統制の仕

組みの概要を整理する。

　　�� 　統制機関

　州の行政行為に対する統制の実施機関は，州都に設置された「州行政に

関する統制委員会（������������	��
������������������������	


���������）」であった。この委員会は，共和国監査官を委員長に，４人の国

側委員（内訳は，会計検査院検査官１名，首相府の局長１名，国家の公認会

計士１名，内務省の上級官吏１名）及び州議会が指名した３名の内から選

ばれた１名の行政分野の専門家委員によって構成されていた。委員の任命

は，内務大臣の同意を受けた内閣総理大臣の提案に基づき，共和国大統領

令によって行われるものとされていた。（１９９３年立法命令第４７９号第３条第

４項）

　　�� 　統制の対象

　１９９７年法律第１２７号によって，大幅に縮減され，�州規則，但し州議会の

―　　―������（���）



高橋：イタリアにおける地方分権をめぐる動向

組織的，機能上，及び会計上の自律に関する規則を除く，�欧州連合（��）

への帰属から生ずる義務の履行のために制定された規程の２類型に限定さ

れた（第３２条）。また，スチェルバ法では，憲法旧第１２５条第１項の規定を

受けて採用されていた合法性だけでなく妥当性の審査は廃止された。

　　�� 　統制の基準

　基本的には，統制の基準は，州の規程設定行為が州の権限を逸脱してい

るか否か及び関連法規に違反していないか否かを審査する適法性審査であ

るが，「特定の場合には，法律により正当性の統制を認めることができる」

（憲法旧第１２５条第１項）という規定に基づいてシェルバ法では，州規程の内

容の妥当性を審査する正当性審査を広く認めていたが，１９９３年立法命令第

４０号はそれを廃止した。

　　�� 　統制の手続

　統制の実施の手続については，シェルバ法の規定が適用され続けた。統

制の性格は事前統制で，規程が実施される前にその適法性について審査す

るというものであった。具体的には，統制の対象となっている規程の採択

の通知を受領してから２０日以内に統制委員会は，それが違法なものである

と判断した場合にはその無効を宣言する。２０日を過ぎて無効の宣言がなさ

れないときには，その規程は合法の判断を受けたものとして施行されると

いうものであった。

�　憲法改革の具体化と「改革の改革」の模索

�１．憲法改革の実施法としての「ラ・ロッジャ法」２０）

　２００１年憲法的法律第３号によって新たに導入された多くの規定は，理論

的な面だけでなく，実務の面でも多くの問題を誘発した。新しい憲法典を

少し検討しただけで，明確にされなくてはならない問題があり，改革を完

全に実施するための新たな基準を定める立法的措置が必要であることは明

―　　―���

２０）ラ・ロッジャ法については，����������	�
���	��（�����������）�����������	
��
�
����������	
�������
�������������������	
�����	��������������������	
�２００３を参照。
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らかであった。実際，ベルルスコーニ内閣は，憲法的法律第３号が施行さ

れた直後の２００２年６月２６日に，未解決の問題のいくつかに取り組み，新た

な憲法典の具体化のための必要な指針を提供するための法案を上院に上程

した。（提案者である州問題担当相の名前から「ラ・ロッジャ法」と呼ばれ

る）。この法案は，議会におけるいくつかの修正を受けた上で，最終的に

２００３年５月２７日に可決された。これが，２００３年６月５日法律第１３１号「共和

国の制度を２００１年１０月１８日憲法的法律第３号に適合させるための規程

（��������������	
�������������	
�������
�������	
���������������	
�
��
�

����������	�
�	��������������������������）」である。この法律が改革の実施

及び憲法の具体化のために取り組んだ主要な問題は，以下の通りである。

　�憲法第１１４条第１項が国及び州の立法権に対する制約として挙げた「国

際的義務及び欧州連合法から生ずる制約」とは何を意味するかの特定。

　�州の権限に属する事項に関する国法の適用及び国の排他的立法権に属

する事項に関する州法の適用。

　�競合的立法事項において州法が従わなくてはならない基本原則を特定

する法令を制定することを政府に委任する問題。

　�地方自治体の規則制定権の限界を確定すること。

　�州が欧州連合の規則の作成に参加する手続及び国際的活動を行う手続

の検討。

　�憲法第１２０条第２項の規定の具体化。すなわち，�国際規範及び条約若

しくは欧州連合の規則が遵守されないとき，�公共の安泰及び安全に重大

な危険がある場合，�法的統一若しくは経済的統一の保護，�地方政府の

領域の境界に関わりなく市民的及び社会的権利に関する給付の欠くことが

できない水準を保護することが必要な場合，国は州，大都市，県及びコムー

ネに代替することができるが，これらの場合に，国がこの代替権限を補完

性及び公正な相互協力の原則に従って行使するための手続を定める。

�政府による州憲章の合憲性審査に関する憲法裁判所への提訴手続（第１２３

条第２項），政府による州法の合憲性審査に関する憲法裁判所への提訴手続

―　　―������（���）
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（第１２７条第１項），州による国法及び他州の州法の合憲性審査に関する提訴

手続（第１２７条第２項）の具体化。

�２．デヴォルーションに基づく憲法改正案２１）

　イタリアの州制度を中心に国と地方及び地域団体相互間の関係の改革は，

２００１年憲法的法律第３号の成立によって終わりを告げた訳ではなかった。

２００１年の総選挙によって政権についた「自由の家」に結集する中道右派は，

憲法的法律第３号による改革は，まったく不十分なもので，それに代えて

一層「連邦制」的性格をもった憲法改革を行うべきできあるという立場を

鮮明にした。このため，首相府における政治制度改革を担当する部局の名

称を「政治制度改革局（���������	�
����������
�����������������）」から

「政治制度改革及びデヴォルーション局（���������	�
����������
����

�����������	�
�
	�
���	�����）」と名称を変更し，分離主義政党である北部同

盟の委員長ボッシをその担当大臣に任命した。このボッシのイニシアチブ

の下でベルルスコーニ内閣最初の憲法改正案が閣議決定された。この憲法

改正案（法案第１１８７号「憲法第１１７条の改正」）は，デヴォルーションに関

する改革案と呼ばれているもので，２００２年２月１４日に閣議決定され，２月２６

日に上院に上程され１２月５日上院で，２００３年４月１４日に下院で可決された

が，政府によって取り下げられた。この法案は，単独の条文のみで，�看

護及び保健組織，�教育組織並びに教育諸制度の自治を除く，教育及び職

業教育機関の運営，�教育カリキュラム及び職業養成カリキュラムの中で

州に特別の関心のある部分の決定，�地方警察という４つの事項を州の排

他的立法事項にするという内容のものであった。

　この「ボッシ案」の取り下げは，実はラ・ロッジャ州問題担当大臣の指

導の下で作成された立法権の州と国との配分を定めた１１７条に対するより包

括的な改正を内容とした新たな憲法改正案（「憲法第２部第５章の新たな改

―　　―���

２１）本項及び次項の記述は，�����������	

���������������	���
�	��������������������，
����������	
�����に依拠している。
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正案（���������	
	�������	������������������������		��
���������）」，

２００１年の憲法的法律第３号という「オリーブの木」による改革を「自由の

家」の立場から改革するという意味で「改革の改革案（��������	
����

�������）」と呼ばれた）が２００３年４月１３日に閣議決定されたのを受けて行わ

れたのであった。しかし，このラ・ロッジャ案も閣議決定されたもののそ

の内容・位置づけをめぐって「自由の家」内で対立が生じ，結局議会に上

程されるに至らなかった。

�３．中道左派「改革」の克服――「自由の家」の案

　ベルルスコーニ第２次内閣は，中道左派政権のイニシアチブで行われた

憲法改革（協同的な連邦制へ移行＝���������	
��

������
）を本格的に見

直し，「自由の家」の理念（競争的な連邦制＝���������	
��
	������
）に

基づいた改正を対峙させる為に新たな憲法改正案の作成に乗り出し，２００３

年１０月１３日に閣議決定し，１０月１７日に上院に上程した（法案第２５４４号「憲

法第５５条，第５６条，第５７条，第５８条，第５９条，第６０条，第６４条，第６５条，

第６７条，第６９条，第７０条，第７１条，第７２条，第８０条，第８１条，第８３条，第

８５条，第８６条，第８７条，第８８条，第８９条，第９１条，第９２条，第９３条，第９４

条，第９５条，第９６条，第１０４条，第１１４条，第１１６条，第１１７条，第１２６条，

第１２７条，第１３５条及び第１３８条の改正」）２２）。

　この改正案は，大きく言って政府形態に関する部分と「連邦国家」に関

する部分の２部構成となっている。本稿の関心の対象である「連邦国家」

に関する部分で注目すべき点は以下の点である。

　�「連邦国家」への移行を完成させると言う視点から，上院を州の代表

機関としての「連邦上院」への組織替えを規定している（第１条）。

　��と同じ視点から，憲法裁判所の判事の任命手続への上院の関与の強

―　　―���

２２）この憲法改正案は，上院での審議で一部修正の上２００４年３月２５日に可決され，下
院に送付された。上院の修正でこの法案のタイトルは「憲法第２部の諸条項の改
正（���������	��
�����������������������������������	
�����	��）」と変更された。
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化。すなわち，憲法裁判所の判事の定員を１５人から１９人へと増員し，その

任命も両院で行うとされていたのを各院が個別に行うように変更し，かつ

下院が３名を任命するのに対して上院には倍の６名の任命権を賦与している

（第３３条）２３）。

　�州の立法活動に対する国の統制の復活。政府は，ある州法が国家的利

益を侵害していると考えた場合，連邦上院の決議を経由して大統領に当該

州法を無効とする命令を発することを可能とする規定の導入（第３１条）２４）。

�州の排他的立法事項として一度取り下げた法案第１１８７条と同じ内容を盛

り込んだ（第３０条）２５）。

―　　―���

２３）上院での修正の結果，�憲法裁判所の判事の定数は１５人に変更され，�下院に
よる任命は廃止され，�上院（州知事並びにトレント及びボルツァーノ特別県知
事も参加）による任命数を７人に増員し，�条項数も第４０条になった。

２４）上院での修正で条項数が第３１条から第３８条となった。
２５）上院での修正で条項数が第３０条から第３４条となった。
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１９９９年より以前の条文現　在　の　条　文

第１１４条　共和国は，州，県及びコムー
ネに区分される。

第１１４条　�共和国は，コムーネ，県，
大都市（����������	
	�����），州及び国
によって構成される。
�コムーネ，県，大都市及び州は，憲
法が定める原則に基づく固有の憲章
（�������），権限及び機能を持つ自治団
体である。
�ローマは，共和国の首都である。国の
法律が，その制度について定める。

第１１５条　州は，憲法の定める原則に従
い，固有の権限と機能を有する自治体で
ある。

第１１５条　廃止

第１１６条　シチリア，サルデーニャ，ト
レンティーノ・アルト・アディジェ，
フリウリ・ヴェネツィア・ジュリア及
びヴァッレ・ダオスタには，憲法的法律
という形式で採択される特別憲章に従い，
独自の自治の形式及び条件が与えられる。

第１１６条　�フリウリ・ヴェネツィア・
ジュリア，サルデーニャ，シチリア，
トレンティーノ・アルト・アディジェ
／南チロル（��������	���
��	��������
��������）及びヴァッレ・ダオスタ
（���������	
�������������	
��）は，憲
法的法律によって採択される特別憲章に
従い，独自の自治の形式及び条件を有す
る。
�トレンティーノ・アルト・アディ
ジェ／南チロル（��������	���
��	��
���������	�
��）州は，トレント自治県及
びボルツァーノ自治県から成る。
�憲法第１１７条第３項が定める事項並び
に同条第２項１）号が列挙した事項のう
ち，治安判事（������������	��）の制度，
�）号及び �）号が挙げた事項に限定され
た事項に関する更なる自治の特別な形式
及び条件は，憲法第１１９条が定める原則
を尊重して，関係諸州の提案に基づき，
地方団体の意見を聴取した上で，国の法
律によって他の州に帰属させることがで
きる。当該法律は，国と関係諸州間の合
意に基づき，両院でその構成員の絶対多
数の賛成によって採択される。

第１１７条　�州は，次の事項に関し，国
の法律の定める基本原則の限界内で，立
法的規定を定める。但し，その規定は国
の利益及びその他の州の利益に反しては

第１１７条　�立法権は，憲法並びに欧州
連合法及び国際的義務から生ずる拘束を
遵守して，国及び州が行使する。
�国は，以下の事項について排他的な立

参考資料：憲法第２部第５章の新旧対照表
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―　　―���

１９９９年より以前の条文現　在　の　条　文

ならない。
州に帰属する行政上の，部局及び団体
の組織
コムーネの区域
都市地方警察及び村落地方警察
見本市及び市場
公共慈善事業並びに保健及び医療扶助
手工業及び職業教育並びに教育扶助
地方団体の博物館及び図書館
都市計画
観光及びホテル業
州の利益に関わる軌道及び自動車道
州の利益に関わる道路，水道及び土木
湖上の航行及び港
鉱泉及び温泉
鉱山及び泥炭鉱
狩猟
内水での漁業
農業及び林業
手工業
憲法的法律で定めるその他の事項
�共和国の法律を執行するための規定を
定める権限を法律により州に委任するこ
とができる。

法権を持つ。
�）�国の外交及び国際関係，国と欧州
連合との関係；庇護権及び欧州連合
に帰属しない市民の法的地位
�）�移民
�）�共和国と宗教団体との関係
�）�国防及び軍隊，国家の安全保障，
武器，弾薬及び爆薬
�）�通貨，貯蓄の保護及び金融市場，
競争の保護，通貨制度，国の租税制
度及び会計制度，財政資源の調整
�）�国の機関及びその選挙法，国レベ
ルのレファレンダム，欧州議会選挙
�）�国及び国の公共団体の行政制度及
び組織
�）�地方の行政警察を除く治安及び保
安
�）�国籍，個人の身分及び住民登録
�）�司法及び手続法；民事法及び刑事
法；行政争訟
�）�国土全体で保障されなくてはなら
ない市民的及び社会的権に関する給
付の基本的水準の決定
�）�教育に関する一般規則
�）�社会保障
�）�コムーネ，県及び大都市の選挙法，
統治機関及び基本的権能
�）�税関，国境の防備及び国際的予防
措置
�）�度量，尺度及び時の決定；国，州
及び地方の行政データの統計及び情
報処理技術に関する情報の調整及び
知的財産権
�）�環境，エコシステム及び文化財の
保護

�以下の事項について，国と州は競合し
て立法権を持つ。州の国際関係及び州と
欧州連合との関係；外国との通商；労働
の保護及び安全；学校の自治並びに職業
訓練及び職業教育を除く教育；職業；科
学及び技術研究並びに生産的セクターの
革新のための支援；健康の保全；食料；
スポーツ法制；民間防衛；領土の管
理；民間の港湾及び飛行場；大規模な輸
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１９９９年より以前の条文現　在　の　条　文

送及び航行網；通信制度；エネルギーの
生産，輸送及び全国への配給；補充的及
び補完的な保険；公的収支の調和並びに
公財政及び租税制度の調整；文化財及び
環境財の評価並びに文化活動の推進及び
組織化；貯蓄銀行，農業金融公庫及び州
レベルの信用金庫；州レベルの不動産及
び農業信用団体。競合的立法事項につい
ては，州に立法権が帰属する。但し，基
本原則の決定は，国の法律に留保される。
�国家の立法に明示的に留保されていな
いすべての事項に関する立法権は，州に
帰属する。
�国の法律が定めた手続に従って，州並
びにトレント自治県及びボルザーノ自治
県は，その権限内の事項について，欧州
連合法の作成に関する決定に参加し，国
際協定及び欧州連合法の実施及び執行を
促進する。また，国の法律は，不履行の
場合の代理権限の行使の方式を定める。
�規則制定権は，国の排他的立法事項に
ついては，国に帰属する。但し，州に委
任した事項は除く。他のすべての事項に
関する規則制定権は，州に帰属する。コ
ムーネ，県及び大都市は，その組織及び
与えられた権能の行使の規律について規
則制定権を有する。
�州法は，社会的，文化的及び経済的生
活における男性と女性との完全な均等を
阻害しているあらゆる障害を除去し，か
つ，選挙によって選ばれる職務への女性
と男性とのアクセスの均等を促進する。
�州法は，固有の権能を最善に行使する
ために，他の州との，共同機関の設置を
も含んだ取決めを批准することができる。
�州は，その権限内にある事項に関して，
国の法律が定める場合及び形式に従って，
諸国との協定及び他国の地域団体との取
決めを結ぶことができる。

第１１８条　�前条に掲げた事項に関する
行政権能は，州の権限に属する。但し，
専ら地方利益に関する事項については，
共和国の法律により，県，コムーネ又は
その他の地方団体の権限とすることがで

第１１８条　�行政権能は，統一的な執行
を保障するために，補完性，差異化及び
最適性の原則に基づき，県，大都市，州
及び国に移譲される場合を除き，コムー
ネに帰属する。
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１９９９年より以前の条文現　在　の　条　文

きる。
�国は，法律により，その他の行政権能
の行使を州に委任することができる。
�州は，通常は，その行政権能を県，コ
ムーネ若しくはその他の地方団体に委任
し，又はその機関を利用して行う。

�コムーネ，県及び大都市は，それぞれ
固有の行政権能並びに国及び州の権限に
基づき，国の法律及び州法によって移譲
された行政権能を有する。
�国の法律は，第１１７条第２項�）及び
�）号が定める事項について国と州との
調整の形式，さらに，文化財の保護に関
する合意及び調整について定める。
�国，州，大都市，県及びコムーネは，
補完性の原則に基づき，一般利益を持つ
活動の展開のために，市民，個人及び団
体の自主的なイニシアチブを促進する。

第１１９条　�州は，共和国の法律で定め
る形式と範囲内において，財政上の自治
権を有する。共和国の法律は，州の財政
と国，県及びコムーネの財政を調整する。
�州に対し，その通常の作用を遂行する
ために必要な経費に充てるため，州の必
要に応じて州税を課す権限を認め，又国
税の一部を譲与する。
�特定の目的のために，とりわけ南部及
び島部を開発するために，国は，法律に
より，当該州に特定補助金を支出する。
�州は，共和国の法律で定める方式に従
い，固有の財産を有する。

第１１９条　�コムーネ，県，大都市及び
州は，収入及び支出の財政自治権を有す
る。
�コムーネ，県，大都市及び州は，自
主財源を有し，憲法並びに公財政及び租
税制度の調整原則と合致する範囲で，租
税及び固有収入を定め，かつ，適用する。
また，自らの区域に関する国の税収入の
配分を決定する。
�国の法律は，住民数の故に租税能力の
劣る地域に対する調整基金をその使用目
的を制限せずに設ける。
�コムーネ，県，大都市及び州は，自
らに帰属する公的権能を全面的に果たす
ための財源として，前項の定める基金か
らの資金を利用することができる。
�国は，特定のコムーネ，県，大都市及
び州に関して，経済発展並びに社会的調
和及び連帯を促進するため，経済的・社
会的不均衡を解消するため，個人の権利
の実効的な行使を促進するため又はその
権能の通常の執行とは異なる目的を実現
するために，追加財源を割り当て，かつ，
特別措置を実施する。
�コムーネ，県，大都市及び州は，国
の法律が定める一般原則に従い，固有の
財産を持つ。また，投資の支出の財源に
するためにのみ債務を負うことができる。
それらの契約上の借款に対するあらゆる
国家保証は排除される。
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第１２０条　�州は，州際の通商又は移動
に課税することはできない。
�州は，州際の人及び物の自由な交通を
妨げるいかなる措置もとることはできな
い。
�州は，市民が国土のいかなる所でも職
業，雇用又は労働を行う権利を制限する
ことはできない。

第１２０条　�州は，州際の輸入税，輸出
税又は通関税を設けることはできない。
また，州相互間での人及び物の自由な移
動を何らかの仕方で制限する措置又は国
土のいかなる地域において労働権の行使
を制限する措置をとることはできない。
�国際規範及び条約若しくは欧州連合上
の規則が遵守されない場合，公共の安泰
及び安全に対する重大な危険がある場合
又は法的統一又は経済的統一の保護，特
に地方政府の領域的境界に関わりなく，
市民的及び社会的権利に関する給付の欠
くことのできない水準の保護が必要な場
合，中央政府は，州，大都市，県及びコ
ムーネの諸機関に代替することができる。
法律は，代替権限が補完原則及び公正な
相互協力の原則を尊重して行使されるこ
とを保障するための手続を定める。

第１２１条　�同一
�州議会は，州に帰属する立法権及び規
則制定権並びに憲法及び法律により付与
されたその他の権能を行使する。州議会
は両議院に法律案を提出することができ
る。
�同一
�州知事は州を代表し，州の法律及び規
則を審署し，中央政府の訓令に従い国か
ら委任された行政作用を指揮する。

第１２１条　�州の機関は州議会，参事会
及び知事とする。
�州議会は，州に帰属する立法権並びに
憲法及び法律により付与されたそ�他の
権能を行使する。州議会は両議院に法律
案を提出することができる。
�州参事会は州の執行機関である。
�州知事は州を代表し，参事会の政策を
指揮し，それに対して責任を負い，法律
に審署し，州の規則を公布し，中央政府
の訓令に従い国から州に委任された行政
作用を指揮する。

第１２２条　�州議会議員の選挙制度，定
数，被選欠格及び兼職禁止については共
和国の法律で定める。
�州議会議員と国会の一議院の議員又は
他の州議会議員と兼ねることはできない。
�州議会は，その固有の事務を処理する
ため，議員の中から，議長及び理事部を
選挙する。
�同一
�州知事及び参事会員は，州議会により，
その議員の中から選挙される。

第１２２条　�州知事及びその他の参事会
員並びに州議会議員の選挙制度は，被選
欠格及び兼職禁止については，共和国の
法律で定める基本原則の限界において州
の法律で規定する。共和国の法律は被選
挙機関の任期についても定める。
�州議会議員と国会の一議院の議員又は
他の州議会議員若しくは州参事会員また
は欧州議会議員とを兼ねることはできな
い。または他の州議会議員と兼ねること
はできない。
�州議会は，その議員の中から，議長及
び理事部を選出する。
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�州議会議員は，その職務の遂行中に表
明された意見及び表決につき，責任を問
われることがない。
�州知事は，州憲章で別に定める場合を
除いて，普通・直接選挙で選出される。
州知事は，参事会員を任命し罷免する。

第１２３条　�各州は，その憲章をもつこ
ととする。州憲章は，憲法及び共和国の
法律の範囲内で，州の内部組織に関する
規定を定める。州憲章は，州の法律及び
行政処分いついての発案権及び住民投票
の行使並びに州の法律及び規則の公布を
規律する。
�州憲章は州議会により，その絶対多数
をもって，可決され，共和国の法律に
よって承認される。

第１２３条　�各州はその憲章をもたなく
てはならない。州憲章は，憲法の範囲内
で，州政府の形態並びに州の組織及び権
能に関する基本原則を定める。州憲章は，
州の法律及び行政措置についての発案権
及び州民投票の行使並びに州の法律及び
�州憲章は，州議会による最低２ヶ月の
期間をおいた２回にわたる審議を経た後，
その構成員の絶対多数で採択或いは改正
される。この法律には，政府監察官の査
証が付されてはならない。共和国政府は，
州憲章の公布後３０日以内に憲法裁判所に
対してその合憲性の問題を提起すること
ができる。
�州憲章は，その公布から３ヶ月以内に
州の選挙人の５０分の１または州議会議員
の５分の１が請求する場合には，州民投
票に付される。州民投票に付された憲章
は，有効投票の過半数により承認されな
ければ審署されない。
�各州は，その憲章において，州と地方
団体との諮問機関として地方自治評議会
について定める。

第１２４条　州都に駐在する共和国政府の
監察官は，州の行政作用を監察し，これ
を国の行政作用と調整する。

第１２４条　廃止

第１２５条　�州の行政行為に関する適法
性の統制は，共和国の法律で定める方式
と制限内で，分権の本旨に基づいて構成
された国の機関により行使される。特定
の場合には，法律により正当性の統制を
認めることができる。この統制は，理由
を付した要求により，州議会による議決
の再審査を促すという効果のみを有する。
�州に，共和国の法律の定める秩序に従
い，第１審の行政裁判機関が設けられる。
州都以外の所に支部を設けることができる。

第１２５条　州に，共和国の法律の定める
秩序に従い，第１審の行政裁判機関が設
けられる。州都以外の所に支部を設ける
ことができる。
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第１２６条　�州議会が憲法に反する行為
若しくは重大な法律違反をなしたとき，
又は同様な行為を若しくは違反をなした
参事会若しくは知事を更迭すべき旨の中
央政府の勧告に応じないときは，これを
解散することができる。
�州議会が，議員の辞職のために多数派
を形成することができないために，その
機能を遂行できないときは，これを解散
することができる。
�州議会は，なお，国の安全を理由とし
て，これを解散することができる。
�解散は大統領の理由を付した命令によ
り行われる。その際，大統領は，共和国
の法律で定める方式により構成された州
問題に関する両院員会の意見を聞かなく
てはならない。
�解散命令により，州議会議員の被選挙
資格を有する３人の市民から成る特別委
員会が任命される。この委員会は，３ヶ
月以内に選挙を施行し，参事会の権限に
属する通常の行政及び猶予し得ない行為
を処理する。ただしこれらの行為は新議
会の承認に付される。

第１２６条　�憲法に反する行為又は法律
の重大な違反をなした州議会の解散及び
州知事の解任は，共和国大統領令の理由
を付した命令によって行われる。この解
散と解任は，国家安全保障を理由として
もおこなうことができる。大統領の命令
は，共和国の法律で定める方式により構
成された州問題に関する両院合同委員会
の意見を聞いて発せられる。
�州議会は，その５分の１以上の議員に
より連署され，氏名点呼により議員の絶
対多数により可決された理由を付した動
機により，州知事に対して不信任を表明
することができる。この動議は，提出後
３日を経た後でなければ討議に付すこと
ができない。
�普通・直接選挙により選出された州知
事に対する不信任動議の可決又は州知事
の解任，長期の事故，死亡若しくは辞職
は，参事会の辞職及び州議会の解散をも
たらす。州議会議員の過半数が同時に辞
職した場合も同様とする。

第１２７条　�州議会により可決された法
律はすべて，監察官に報告される。監察
官は，共和国政府が異議を有する場合を
除いて，報告を受けてから３０日以内に，
これを査証しなければならない。
�州法律は，査証の日から１０日以内に審
署され，公布の日から１５日を経た後に施
行される。法律が，州議会により緊急と
宣言され，かつ，共和国政府がこれに同
意した時は，その審署と施行は，この期
日に拘束されない。
�共和国政府は，州議会の可決した法律
が州の権限を超え，又は国の利益若しく
は他の州の利益に反するとみなしたとき
は，査証のために定められた期間内に，
それを州議会に差し戻す。
�州議会が，その議員の絶対多数で再度
この法律を可決したときは，共和国政府
は，報告を受けてから１５日以内に，適法
性の問題を憲法裁判所に提訴し，又は利

第１２７条　�政府は，州法が州の権限を
逸脱していると考える時は，その公示か
ら６０日以内に，憲法裁判所にその憲法適
合性問題を提起できる。
�州は，法律又は国及び他の州の法律的
効力を持つ行為が，自らの権限を侵害し
ていると
考えるときは，法律又は法律的効力を持
つ行為の公示から６０日以内に憲法裁判所
にその憲法適合性問題を提起することが
できる。
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益の違反により正当性の問題を両議院に
提訴することができる。いずれか疑わし
い場合は，憲法裁判所が権限ある機関を
決定する。

第１２８条　県及びコムーネは，共和国の
一般的法律で定める原則の範囲内で自治
体とする。

第１２８条　廃止

第１２９条　�県及びコムーネは国及び州
の分権的区域である
�県の区域は，より以上の分権のために，
行政的権能のみを有する郡に分けること
ができる。

第１２９条　廃止

第１３０条　�分権の本旨に基づき，共和
国の法律の定める方式により設けられる
州の機関が，県，コムーネ及びその他の
地方団体の行為に対する適法性の統制を
行う。
�法律で定める特定の場合には，理由を
付した要求という形式で，議決した地方
団体に対して，その議決の再審査を求め
る正当性の統制を行うことができる。

第１３０条　廃止

第１３１条　同一第１３１条　次に掲げる諸州を設置する。
ピエモンテ，ヴァッレ・ダオスタ，ロン
バルディア，トレント‐アルトアルジェ，
ヴェネト，フリウリ・ヴェネツィア・
ジュリア，エミリア・ロマニャ，トス
カーナ，ウンブリア，マルケ，ラツィオ，
アブルッツォ，モリーゼ，カンパー
ニャ，プーリア，バジリカータ，シチ
リア，サルデーニャ

第１３２条　�　同一
�県又はコムーネが要求するときは，住
民投票又は共和国の法律により，その県
又はコムーネを一つの州から切り離し他
の州に編入することができる。

第１３２条　�関係住民の少なくとも３分
の１を代表するコムーネ議会からの要求
があり，かつその提案が同じ住民の多数
によって住民投票で承認された場合は，
憲法的法律により，州議会の意見を聞い
た後，現存の州を合併し，又は最小限度
１００万の住民を有する新しい州を設置す
ることができる。
�県又はコムーネが要求するときは，州
議会の意見を聞いて，県又は関係する県
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及びコムーネ又は関係するコムーネの住
民の過半数による賛成による住民投票又
は共和国の法律により，その県又はコ
ムーネを一つの州から切り離し他の州に
編入することができる。

第１３３条　同一第１３３条　�州内における県の区域の変
更及び新しい県の設置は，コムーネの発
議に基づき，その州の意見を聞き，共和
国の法律で定める。�州は，関係住民の
意見を聞き，その区域内に新しいコムー
ネを設置し並びにその区域及び名称を変
更することができる。

　（翻訳については，樋口陽一・吉田善明編『解説　世界憲法集　第４版』三省堂　
２００１年に収録された井口文男訳を参照した。）
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